
代理請求に係る留意事項について 

 

○代理請求とは、本来事業所が行う介護給付費等の請求事務を代理人が事業所に代わ

って行うことです。 

 代理請求を行う場合、事業所は代理人へ請求事務を委任し、代理人は事業所から委

任された請求事務を行うため、国保連合会へ代理人情報申請を行います。 

 

○代理人情報申請を行った代理人は、事業所に代わって請求事務を行い、支払額決定

通知書等の通知文書を取得し、事業所に受け渡します。 

 代理人請求を行った場合、事業所は「請求、状況照会、請求取消・請求取下げ依頼、

通知文書取得」処理を行うことができません。 

 

○代理人等の切り替え時には、通知文書の受け渡しに支障がないように代理人・事業

所間において連携いただきますようよろしくお願いします。 

 

※支払は各事業所が登録した口座への振込となります。 

 

【代理請求の概要】 

 


